
 

柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 事 業 実 施 要 綱  

令 和 ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年 ４ 月 １ 日  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 柏 崎 市 に 対 す る 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２

２ ６ 号 ） 第 ３ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ３ １ ４ 条 の ７ 第 １ 項 第 １

号 に 規 定 す る 寄 附 金（ 以 下「 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 」と い う 。）を 支

出 し た 市 外 に 住 所 を 有 す る 者 に 対 し て 返 礼 品 を 贈 呈 す る こ と 及 び

返 礼 品 提 供 事 業 者 の 承 認 等 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  寄 附 者  本 市 に 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 を 支 出 し た 者 の う ち 、 寄

附 を 行 っ た 時 点 で 市 外 に 住 所 を 有 す る 者  

 ⑵  応 縁 事 業 者  市 長 の 承 認 を 受 け 、 寄 附 者 へ 返 礼 品 を 送 付 す る 返

礼 品 提 供 事 業 者  

（ 寄 附 金 の 使 途 ）  

第 ３ 条  柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 の 使 途 は 、 次 に 掲 げ る 柏 崎 市 が 実 施 す

る 事 業 の 財 源 と し 、 寄 附 申 込 み 時 に 寄 附 者 が 使 途 を 指 定 す る も の と

す る 。  

⑴  人 と 自 然 に や さ し い エ ネ ル ギ ー の ま ち づ く り の た め に  

⑵  こ ど も た ち の た め に  

⑶  若 者 と 女 性 の た め に  

⑷  そ の 他 、 本 市 施 策 推 進 の た め 市 長 が 認 め る 事 業  

２  市 長 は 、 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 を 前 項 の 事 業 の 財 源 に 充 て た と き

は 、 そ の 充 当 額 及 び 事 業 内 容 に つ い て 公 表 す る も の と す る 。  

（ 返 礼 品 の 贈 呈 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 寄 附 者 に 対 し 、 寄 附 額 に 応 じ て 返 礼 品 を 贈 呈 す る も

の と す る 。 た だ し 、 寄 附 者 が 返 礼 品 を 希 望 し な い 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。  

２  返 礼 品 は 、 応 縁 事 業 者 が 送 付 す る も の と す る 。  

（ 返 礼 品 の 選 定 ）  



 

第 ５ 条  返 礼 品 は 、 応 援 事 業 者 が 取 り 扱 う も の の う ち 、 特 例 控 除 対 象

寄 附 金 の 対 象 と な る 都 道 府 県 等 の 指 定 に 係 る 基 準 等 （ 平 成 ３ １ 年 ４

月 総 務 省 告 示 第 １ ７ ９ 号 ） 第 ５ 条 に 規 定 す る 総 務 大 臣 が 定 め る 基 準

（ 以 下「 地 場 産 品 基 準 」と い う 。）に 該 当 す る も の か ら 、市 長 が 選 定

す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 選 定 し た 返 礼 品 の 品 質 の 確 保 並 び に 地 場 産 品 基 準 及 び 関

係 法 令 の 遵 守 を 確 認 す る た め 、 応 縁 事 業 者 に 対 し 品 質 管 理 等 の 状 況

に つ い て 報 告 を 求 め 、 又 は 調 査 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 応 縁 事 業 者 の 承 認 ）  

第 ６ 条  応 縁 事 業 者 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う 。）は 、柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 事 業 応 縁 事 業 者 承 認 申 請 書（ 様 式 第

１ 号 ） に よ り 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 要 件

を 全 て 満 た す 者 の う ち か ら 適 当 と 認 め る 者 を 、 応 縁 事 業 者 と し て 承

認 す る も の と す る 。  

 ⑴  各 種 法 令 等 を 遵 守 し 、 生 産 、 製 造 、 加 工 、 体 験 又 は サ ー ビ ス の

提 供 等 を 行 っ て い る こ と 。  

 ⑵  本 社 （ 本 店 ）、 支 社 （ 支 店 ）、 事 業 所 、 工 場 等 の い ず れ か が 柏 崎

市 内 に あ り 、 柏 崎 市 内 で 生 産 、 製 造 、 加 工 、 体 験 又 は サ ー ビ ス の

提 供 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 又 は 個 人 事 業 主 で あ る こ と 。た だ し 、

市 長 が 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ⑶  返 礼 品 の 適 切 な 品 質 管 理 が で き 、 か つ 、 返 礼 品 の 安 定 的 な 供 給

が で き る こ と 。  

⑷  中 間 事 業 者 等 か ら の 発 注 に 対 し 、 受 付 及 び 返 礼 品 の 発 送 作 業 が

行 え る 体 制 が 整 っ て い る こ と 。  

 ⑸  返 礼 品 の 提 供 に 係 る 問 合 せ 、 ト ラ ブ ル （ 配 送 に 関 す る ト ラ ブ ル

を 含 む 。）、 ク レ ー ム 、 損 害 賠 償 等 に 適 切 か つ 誠 実 な 対 応 が 可 能 で

あ り 、 か つ 、 そ の 対 応 に つ い て 中 間 事 業 者 等 へ 速 や か に 報 告 が で

き る こ と 。  

⑹  柏 崎 ふ る さ と 応 縁 金 事 業 の 趣 旨 、 市 場 の 動 向 等 を 十 分 理 解 し 、

適 切 な 制 度 運 営 の た め の 本 市 及 び 中 間 事 業 者 等 の 指 示 及 び 助 言

に 適 切 に 対 応 で き る こ と 。  



 

⑺  納 期 が 到 来 し た 市 税（ 市・県 民 税 、固 定 資 産 税 、法 人 市 民 税 等 ）

に 未 納 が な い こ と 。  

 ⑻  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 条 第 ６ 号 に 規 定

す る 暴 力 団 員 又 は そ れ ら の 利 益 と な る 活 動 を 行 う 者 で な い こ と 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 結 果 を 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 事

業 応 縁 事 業 者 承 認 （ 不 承 認 ） 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 請

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 承 認 の 取 消 し ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 応 縁 事 業 者 が 前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な

く な っ た 場 合 又 は 返 礼 品 の 提 供 等 に 関 し て 地 場 産 品 基 準 若 し く は

関 係 法 令 の 違 反 が あ っ た 場 合 は 、 承 認 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

２  承 認 の 取 消 手 続 に つ い て は 、 別 途 定 め る も の と す る 。  

（ 応 縁 事 業 者 の 辞 退 ）  

第 ８ 条  応 縁 事 業 者 は 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 辞 退 し よ う

と す る と き は 、 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 事 業 応 縁 事 業 者 辞 退 届 出 書

（ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 速 や か に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 応 縁 事 業 者 の 責 務 等 ）  

第 ９ 条  応 縁 事 業 者 は 、 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 返 礼 品 の 衛 生 、 安 全 性 、

信 頼 性 そ の 他 品 質 に つ い て 責 務 を 負 う 。  

２  応 縁 事 業 者 は 、 返 礼 品 の 瑕 疵
か し

に 起 因 し て 発 生 し た 事 故 又 は ト ラ ブ

ル（ 配 送 に 関 す る ト ラ ブ ル を 含 む 。）等 に 関 し 、適 正 に 処 理 解 決 を す

る 責 務 を 負 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 寄 附 者 又 は 第 三 者 の 生 命 、 身 体

又 は 財 産 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 寄 附 者 又 は 第 三 者 が 被 っ た 損 害 を

賠 償 す る も の と す る 。  

３  応 縁 事 業 者 は 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 権 利 及 び 前 ２ 項

の 責 務 を 、 市 長 の 許 可 な く 第 三 者 に 譲 渡 又 は 継 承 さ せ て は な ら な い 。 

４  応 縁 事 業 者 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ り 応 縁 事 業 者 と し て の 権 利 を 有

し な く な っ た 場 合 に お い て も 、 当 該 権 利 を 有 し な く な っ た 日 ま で に

申 込 み が あ り 寄 附 者 に 送 付 し た 又 は 今 後 発 送 す る 予 定 の 返 礼 品 に

つ い て 、 前 ３ 項 の 規 定 に よ る 責 務 を 負 う も の と す る 。  

５  応 縁 事 業 者 は 、 返 礼 品 が 地 場 産 品 基 準 及 び 関 係 法 令 を 遵 守 し て い



 

る こ と が 分 か る 書 類 を 整 備 し 、 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

６  応 縁 事 業 者 は 、 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 調 査 の 求 め が

あ っ た 場 合 、 速 や か に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

７  応 縁 事 業 者 は 、 市 か ら の 品 質 管 理 等 の 状 況 に つ い て の 報 告 及 び 調

査 の 求 め に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

８  応 縁 事 業 者 は 、 適 切 な 制 度 運 営 の た め に 行 う 本 市 及 び 中 間 事 業 者

等 の 指 示 及 び 助 言 に 適 切 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ 損 害 賠 償 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 返 礼 品 に 関 し 応 縁 事 業 者 が 地 場 産 品 基 準 若 し く は

関 係 法 令 に 違 反 し 、 又 は 応 縁 事 業 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ り 市

に 損 害 が 生 じ た と き は 、 そ の 損 害 の 賠 償 を 当 該 応 縁 事 業 者 に 請 求 す

る こ と が で き る 。  

（ 事 業 の 委 託 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 こ の 要 綱 に 定 め る 柏 崎 ふ る さ と 応 縁 基 金 事 業 を 効

率 的 か つ 効 果 的 に 実 施 す る た め に 、 そ の 一 部 の 事 務 を 適 切 な 運 営 が

で き る と 認 め る も の に 委 託 す る こ と が で き る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定

め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 既 存 事 業 者 の 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 返 礼 品 を 寄 附 者 へ 送 付 し て い る 応 縁 事 業

者 は 、 こ の 要 綱 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て ２ か 月 間 （ 当 該 期 間 内 に 第

６ 条 第 １ 項 の 承 認 申 請 に つ い て 不 承 認 の 決 定 が な さ れ た と き は 、 当

該 決 定 が あ っ た 日 ま で の 間 ） は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 引 き 続

き 返 礼 品 を 寄 附 者 へ 送 付 す る こ と が で き る 。  


